
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要

障害者基本法
第４条

基本原則
差別の禁⽌

第１項：障害を理由とする
差別等の権利侵害
⾏為の禁⽌

第2項：社会的障壁の除去を怠る
ことによる権利侵害の防⽌

第3項：国による啓発・知識の
普及を図るための取組

何⼈も、障害者に対して、障害を理
由として、差別することその他の権
利利益を侵害する⾏為をしてはなら
ない。

社会的障壁の除去は、それを必要としている
障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負
担が過重でないときは、それを怠ることによ
つて前項の規定に違反することとならないよ
う、その実施について必要かつ合理的な配慮
がされなければならない。

国は、第⼀項の規定に違反する⾏為の防
⽌に関する啓発及び知識の普及を図るた
め、当該⾏為の防⽌を図るために必要と
なる情報の収集、整理及び提供を⾏うも
のとする。

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

具体化
Ⅰ．差別を解消するための措置

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

差別的取扱いの禁⽌ 合理的配慮の不提供の禁⽌

国・地⽅公共団体等
⺠間事業者 ⺠間事業者

国・地⽅公共団体等法的義務
努⼒義務
法的義務

政府全体の⽅針として、差別の解消の推進に関する基本⽅針を策定（閣議決定）
● 国・地⽅公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する要領を策定※
● 事業者 ⇒ 事業分野別の指針（ガイドライン）を策定

具体的な対応

● 主務⼤⾂による⺠間事業者に対する報告徴収、助⾔・指導、勧告実効性の確保

● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供情報収集等

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活⽤・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消⽀援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

※ 地⽅の策定は努⼒義務

資料２





障害者差別解消に関する法制度の沿革及び条例の制定状況 

 

※ 【議】は議員提案の条例。 

※ 山梨県は既存の条例を改正し差別解消に関する規定を新設した。 

※ 鳥取県は「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」の中に差別解消を盛り込

んでいる。 

 障害者権利条約 国（政府）の動き 

他県の条例 

H29.12.1 現在制定済み 
２６道府県 

平成 13 年 国連が条約に関する

特別委員会を設置 

 
 

平成 16 年 
 

障害者基本法の改正 
（理念としての差別禁止規定を新設） 

 

平成 18 年 国連が条約を採択 
 

千葉県 

平成 19 年 日本が条約に署名 
  

平成 20 年   北海道【議】 

平成 21 年 

条約締結承認案の 

国会提案の動き 
→障害関係団体の 

反対により見送り 

障がい者制度改革推進本部の設置 
 

平成 22 年   岩手県【議】 

平成 23 年 
 

障害者基本法の改正（差別禁止規定に

合理的配慮の提供を追加、等） 
熊本県 

平成 25 年 

 
障害者差別解消法の制定（障害者基本

法の差別禁止規定を具体化） 
(※障害者雇用促進法の改正法も同時

に成立) 

長崎県【議】、沖縄県、京都府、 
茨城県【議】、鹿児島県 

平成 26 年 日本が条約を締結 
 

富山県【議】、奈良県 

平成 27 年 

  愛知県、山梨県（※改正）、 

徳島県、山形県、宮崎県、 

栃木県、埼玉県【議】、 

岐阜県【議】、大阪府、愛媛県、

大分県 

平成 28 年 
 

障害者差別解消法の施行 静岡県、福岡県 

平成 29 年   鳥取県（※）、香川県 


